
人権を尊び差別のない明るい長野市を築く条例 
 

平成８年６月 25 日 

長野市条例第 35 号 

 

 

 

改正 平成 13 年６月 29 日条例第 20 号 

 

（目的） 

第１条 この条例は、すべての国民の基本的人権の享有及び法の下の平等を保障する日本国憲法の理

念並びに部落解放都市宣言（昭和 51 年３月 29 日長野市議会議決）の精神にのっとり、人権意識の

高揚を図ることにより、部落差別等あらゆる差別のない明るい長野市を築くことを目的とする。 

（市の責務） 

第２条 市は、前条の目的を達成するため、必要な施策を積極的に推進するものとする。 

（市民の責務） 

第３条 市民は、相互に基本的人権を尊重し、前条の規定により市が実施する施策に協力するととも

に、自らも差別及び差別を助長する行為をしないよう努めなければならない。 

（教育及び啓発活動の充実） 

第４条 市は、国、県及び関係団体と連携し、市民の人権意識の高揚を図るための教育及び啓発活動

を積極的に推進するものとする。 

（実態調査の実施） 

第５条 市は、第１条の目的を達成するための施策の推進に反映するため、必要に応じ、実態調査を

行うものとする。 

（審議会） 

第６条 人権を尊び差別のない明るい長野市を築く審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

（任務） 

第７条 審議会は、市長の諮問に応じ、第１条の目的を達成するための重要事項について調査及び審

議する。 

（組織） 

第８条 審議会は、委員 20 人以内で組織する。 

２ 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 学識経験者 

(２) 市長が必要と認める者 

（任期） 

第９条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第 10 条 審議会に、会長１人及び副会長２人を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第 11 条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

（庶務） 

第 12 条 審議会に書記若干人を置き、市吏員のうちから市長が任命する。 



（委任） 

第 13 条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成８年７月１日から施行する。 

（長野市部落解放審議会条例の廃止） 

２ 長野市部落解放審議会条例（昭和 42 年長野市条例第 35 号）は、廃止する。 

（任期の特例） 

３ この条例の規定に基づき最初に委嘱される審議会の委員の任期は、第９条本文の規定にかか

わらず、平成 10 年３月 31 日までとする。 

（この条例の改廃についての検討） 

４ 審議会は、国及び県の法的措置並びに市民の人権意識の状況等を総合的に勘案して必要があ

ると認める場合において、又はこの条例の施行の日から５年ごとに、この条例の改廃について検

討し、その結果を市長に建議するものとする。 

（長野市特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正） 

５ 長野市特別職の職員等の給与に関する条例（昭和 41 年長野市条例第 24 号）の一部を次のよ

うに改正する。 

（次のよう略） 

附 則（平成 13 年６月 29 日条例第 20 号） 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に次の各号に掲げる従前の審議会等の委員である者（市議会議員のうち

から委嘱された委員である者に限る。）は、この条例の施行の日に、それぞれの条例の規定により、

それぞれの審議会等の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたも

のとみなされる者の任期は、それぞれの条例の規定にかかわらず、同日におけるそれぞれの審議会

等の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。 

(１) 略 

(２) 人権を尊び差別のない明るい長野市を築く審議会 

(３)～(20) 略 

 


